
  

  

反 社 会 的 勢 力 に 対 す る 基 本 方 針 
 

 

兵庫県農業共済組合（以下「当組合」という。）は、次のとおり反社会的勢力に対

する基本方針を定め、農業共済団体として信頼を維持し、業務の適正性の確保に努め

ます。 

 

１  当組合は、反社会的勢力と一切の関係を持ちません。 

 

２  当組合は、反社会的勢力による被害を防止するため、組織全体として対応します。

また、反社会的勢力への対応担当者の安全を確保します。 

 

３  当組合は、反社会的勢力からの不当要求に対しては、警察、暴力追放運動推進セ

ンター等外部専門機関及び顧問弁護士と連携し適切に対応します。 
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